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自
転
車「
な
が
ら
ス
マ
ホ
」反
則
金

26
年
4
月
か
ら
導
入

信
号
無
視
・
逆
走
は
い
ず
れ
も
6
0
0
0

円
、二
人
乗
り
や
2
台
以
上
の
並
走
は

3
0
0
0
円
、ブ
レ
ー
キ
の
な
い「
ピ
ス
ト
自

転
車
」で
の
走
行
は
5
0
0
0
円
と
、自
転

車
固
有
の
違
反
に
も
額
を
明
示
し
ま
し
た
。

ま
た
、自
動
車
が
自
転
車
を
追
い
抜
く
際

は
十
分
な
間
隔
を
取
る
か
、確
保
で
き
な
い

場
合
は
速
度
を
落
と
す
義
務
が
課
さ
れ
、違

反
す
る
と
運
転
者
に
も
青
切
符
が
交
付
さ

れ
ま
す
。

背
景
に
は
自
転
車
違
反
の
急
増
が
あ
り
ま
す
。2
0
2
4
年
の
摘
発
は
5

万
1
5
6
4
件
で
、2
0
1
5
年
の
約
4.3
倍
に
達
し
ま
し
た
。

反
則
金
制
度
で
抑
止
力
を
高
め
つ
つ
、正
し
い
ル
ー
ル
の
周
知
も
重
要
と
な

る
た
め
、警
察
庁
は
2
0
2
4
年
に
官
民
協
議
会
を
設
置
し
、交
通
安
全
教
育

の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
策
定
や
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
募
集
を
進
め
て
い
ま
す
。

本
制
度
に
よ
り
、自
転
車
利
用
者
は
よ
り
具
体

的
な
金
額
を
意
識
し
て
安
全
運
転
へ
と
行
動
を
改

め
や
す
く
な
り
ま
す
。一
方
で
、取
り
締
ま
り
が
日

常
の
移
動
手
段
と
し
て
の
自
転
車
利
用
を
萎
縮

さ
せ
な
い
こ
と
も
課
題
で
す
。警
察
庁
は「
守
る
べ

き
ル
ー
ル
を
分
か
り
や
す
く
示
し
、教
育
と
取
り

締
ま
り
を
両
立
さ
せ
る
こ
と
で
事
故
を
減
ら
し

た
い
」と
し
て
い
ま
す
。自
転
車
に
乗
る
際
は
、ス

マ
ホ
操
作
を
避
け
る
、車
道
で
は
左
側
を
通
行
す

る
な
ど
基
本
的
な
マ
ナ
ー
を
改
め
て
確
認
し
、安

全
で
快
適
な
走
行
を
心
掛
け
た
い
も
の
で
す
。

オ
ー
ナ
ー
の
不
安
軽
減
策

・終
身
建
物
賃
貸
借
の
利
用
促
進

・居
住
支
援
法
人
に
よ
る
残
置
物
処
理
の
推
進

・家
賃
債
務
保
証
業
者
の
認
定
制
度
の
創
設

目
標
は「
施
行
後
10
年
間
で
10
万
戸
、人
口
カ
バ
ー
率
9
割
」

生
活
保
護
受
給
者
の
扱
い
は
？  

家
賃
は
代
理
納
付
が
原
則
に

①オーナーの不安軽減策を追加
②見守り機能付き住宅の供給
③市町村に対し、居住支援協議会
　の設置を努力義務化

改正のポイント

住
宅
支
援
は
福
祉
や
地
域
と
の
連
携
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
か
ら
、連
携
を

強
化
す
る
仕
組
み
も
追
加
さ
れ
ま
す
。「
居
住
支
援
協
議
会
」と
い
う
、地
方
公
共

団
体
の
住
宅
部
局・福
祉
部
局
、居
住
支
援
法
人
、オ
ー
ナ
ー
含
む
不
動
産
関
係
団

体
、福
祉
関
係
団
体（
N
P
O
）な
ど
で
構
成
さ
れ
る
会
議
体
の
設
置
が
努
力
義

務
化
さ
れ
ま
す
。

官
・
民
で
話
し
合
い
な
が
ら
、国
土
交
通
大
臣
と
厚
生
労
働
大
臣
が
策
定
し
た

基
本
方
針
に
沿
っ
て
、地
域
ご
と
の
総
合
的
な
居
住
支
援
体
制
を
整
備
し
て
い
く

こ
と
が
目
的
で
す
。

さ
ら
に
オ
ー
ナ
ー
の
不
安
を
軽
減
す
る
た
め
の
取
り
組
み
と
し
て
、「
居
住
サ

ポ
ー
ト
住
宅
」の
認
定
制
度
が
つ
く
ら
れ
ま
す
。法
律
上
は「
居
住
安
定
援
助
賃
貸

住
宅
」と
さ
れ
る
も
の
で
、居
住
支
援
法
人
等
が
オ
ー
ナ
ー
と
連
携
し
、日
常
の
安

否
確
認
と
見
守
り
、生
活・心
身
が
不
安
定
に
な
っ
た
時
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
へ
の
つ

な
ぎ
を
行
う
住
宅
で
す
。

現
行
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
登
録
住
宅
で
は「
オ
ー
ナ
ー
が
拒
ま
な
い
こ
と
」、

「
そ
の
物
件
情
報
を
公
表
す
る
こ
と
」に
よ
っ
て
要
配
慮
者
に
住
宅
が
供
給
さ
れ

て
い
ま
し
た
が
、そ
れ
に「
居
住
支
援
法
人
等
が
サ
ポ
ー
ト
を
行
う
こ
と
」が
加
わ

る
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

「
入
居
し
て
終
わ
り
」で
な
く
、訪
問
な
ど
日
常
の
見
守
り
に
加
え
て
、も
し
一

人
暮
ら
し
が
困
難
に
な
っ
た
場
合
に
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
な
ぐ
と
こ
ろ
ま
で
が

サ
ポ
ー
ト
さ
れ
ま
す
。ま
た
、「
居
住
サ
ポ
ー
ト
住
宅
」に
認
定
さ
れ
る
と
、人
感
セ

ン
サ
ー
な
ど
安
否
確
認
に
必
要
な
設
備
設
置
の
た
め
の
費
用
の
一
部
が
補
助
さ

れ
ま
す
。

生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る
入
居
者
の
場
合
は
、家
賃
の
代
理
納
付
が
原
則

化
さ
れ
ま
す
。こ
れ
は
、生
活
保
護
の
一
部
と
し
て
支
給
さ
れ
る
住
宅
扶
助
費
を

福
祉
事
務
所
な
ど
が
代
理
で
直
接
、家
賃
と
し
て
支
払
う
仕
組
み
で
す
。住
宅
扶

助
費
の
生
活
費
な
ど
へ
の
流
用
を
防
ぐ
こ
と
で
、滞
納
の
リ
ス
ク
が
な
く
な
り
ま

す
。こ

れ
ら
の
改
正
に
よ
っ
て
、居
住
サ
ポ
ー
ト
住
宅
の
供
給
戸

数
を
施
行
後
10
年
間
で
10
万
戸
目
指
す
と
し
て
い
ま
す
。ま
た
、

居
住
支
援
協
議
会
を
設
置
し
た
市
区
町
村
の
人
口
カ
バ
ー
率
を

施
行
後
10
年
間
で
9
割
と
目
標
設
定
し
ま
し
た
。

　
今
年
の
10
月
1
日
に
施
行
さ
れ
る
改
正
住
宅
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
法
は
、「
オ
ー
ナ
ー

の
不
安
軽
減
策
」「
見
守
り
機
能
付
き
住
宅
の
供
給
」「
地
域
と
福
祉
と
の
連
携
強
化
」の
大

き
く
三
つ
の
柱
を
整
備
し
、要
配
慮
者
の
受
け
入
れ
促
進
を
図
り
ま
す
。

法
改
正
の
背
景
に
は
、増
加
す
る
単
身
高
齢
者
世
帯
に
よ
る
賃
貸
住
宅
ニ
ー
ズ
の
高
ま

り
が
あ
り
ま
す
。全
国
の
単
身
高
齢
者
世
帯
数
は
、20
年
時
点
で
7
3
8
万
世
帯
。50
年
に

は
1
0
8
4
万
世
帯
ま
で
増
加
す
る
と
想
定
さ
れ
、全
世
帯
の
半
数
に
迫
る
勢
い
で
す
。

一
方
で
、「
令
和
5
年
住
宅
・
土
地
統
計
調
査
」に
よ
る
と
、賃
貸
住
宅
の
う
ち
空
き
家
と

な
っ
て
い
る
物
件
が
約
4
4
3
万
戸
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。国
土
交
通
省
は
、空

き
家
に
も
関
わ
ら
ず
単
身
高
齢
者
の
受
け
入
れ
が
進
ま
な
い
原
因
の
一
つ
に
、単
身
高
齢

者
が
抱
え
る
孤
独
死
や
死
亡
後
の
残
置
物
処
理
な
ど
の
入
居
後
の
リ
ス
ク
が
考
え
ら
れ

る
と
み
て
い
ま
す
。

終
身
建
物
賃
貸
借
と
は
、入
居
者
が
死
亡
す
る
ま
で
更
新
が
な
く
、死
亡
時
に
終
了
す

る
契
約
の
こ
と
。貸
借
権
の
相
続
が
発
生
し
な
い
た
め
、契
約
終
了
後
の
手
続
き
が
簡
単
に
な
り
ま
す
。終
身
建
物
賃
貸
借
契
約
の
利
用

に
は
都
道
府
県
知
事
の
認
可
が
必
要
で
す
が
、そ
の
認
可
手
続
き
が
簡
略
化
さ
れ
、住
宅
ご
と
か
ら
事
業
者
ご
と
の
認
可
と
な
り
ま
す
。

居
住
支
援
法
人
の
業
務
に
、入
居
者
か
ら
の
委
託
に
も
と
づ
く
残
置
物
処
理
が
追
加
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
ま
で
は
入
居
者
死
亡
時
の
残
置
物
は
相
続
人
が
引
き
取
る
か
処
分
す
る
必
要
が
あ
り
、相
続
人
が
見

つ
か
ら
な
い
場
合
、賃
貸
オ
ー
ナ
ー
が
勝
手
に
処
分
す
る
こ
と
も
で
き
ず
次
の
人
に
物
件
を
貸
せ
な
い
な
ど
の

リ
ス
ク
が
あ
り
ま
し
た
。あ
ら
か
じ
め
委
託
さ
れ
た
居
住
支
援
法
人
が
こ
れ
を
行
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、

残
置
物
の
処
理
が
ス
ム
ー
ズ
に
な
り
ま
す
。

見
守
り
機
能
付
き
賃
貸
始
動
へ
〜

単
身
高
齢
者
、急
増
　
50
年
に
1
0
0
0
万
世
帯
超

要
配
慮
者
が
利
用
し
や
す
い
家
賃
債
務
保
証
業
者（
認
定
保
証
業
者
）を
国
土
交
通
大
臣
が
認
定
す
る
仕
組

み
で
す
。現
在
の
登
録
業
者
に
加
え
て「
要
配
慮
者
の
家
賃
債
務
保
証
を
原
則
引
き
受
け
る
」「
緊
急
連
絡
先
を

親
族
な
ど
の
個
人
に
限
定
し
な
い
」な
ど
の
基
準
に
の
っ
と
っ
た
業
者
を
認
定
す
る
こ
と
で
、家
賃
滞
納
リ
ス
ク

を
軽
減
す
る
こ
と
が
ね
ら
い
で
す
。

青切符の対象となる主な自転車の
反則行為と反則金

（注）道路交通法施行令改正案に基づく

携帯電話使用
（ながら運転）
1万2000円

2人乗り
3000円

信号無視
6000円

2台以上の
横並び走行
3000円

逆走や
歩道走行
6000円

警
察
庁
は
来
年
4
月
1
日
に
改
正
道
路
交
通
法
を
施
行
し
、自
転
車
に
も

交
通
反
則
切
符（
青
切
符
）を
導
入
す
る
方
針
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。自
転

車
の
違
反
処
理
の
見
直
し
は
戦
後
初
め
て
で
、信
号
無
視
や
逆
走
な
ど
原
付

き
と
重
複
す
る
1
1
3
類
型
に
反
則
金
を
設
定
し
、走
行
中
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
操
作
に
は
最
高
額
と
な
る
1
万
2
0
0
0
円
を
科
す
方
針
で
す
。

反
則
金
は
納
付
期
限
内
に
支
払
え
ば
刑
事
罰
を
免
れ
、警
察
も
迅
速
に
処

理
で
き
ま
す
。た
だ
し
、酒
酔
い
運
転
や
あ
お
り
運
転
な
ど
悪
質
・
重
大
な
行

為
は
従
来
通
り
赤
切
符（
刑
事
手
続
き
）の
対
象
で
す
。


